
京丹後市商工会だより №123

私達と共に、女性部の活動に
参加しませんか？
商工会女性部事務局

TEL：62-0342 FAX：62-3553

女性部員募集中

女性部
お問い合わせは青年部事務局
TEL.0772-62-0342 まで

青年部には様々な業種の若手経営者・
後継者が在籍しています。
ネットワークを築き事業発展に

つなげよう！

青年部員募集中 !!

●所得税及び復興特別所得税………3/15㊍まで
●消費税及び地方消費税……………4/ 2㊊まで

峰山税務署  個人課税部門　 ☎0772-62-0460

申告書等は郵送で
提出することができます！

◎代わりに“医療費控除の明細書”の添付が必要となりました
◎領収書は自宅で５年間保存する必要があります

■振替納税利用の振替日：所得税は4月20日㊎、消費税は4月25日㊌
■申告は、確定申告書等作成コーナーで！

確定申告のお知らせ

～税務署の申告書作成会場は3月15日㊍までです～

～平成29年分の確定申告から
　　医療費控除は領収書が提出不要となりました～

www.keisan.nta.go.jp
作成コーナー

◉相談受付は午後４時までです
◉申告会場の混雑状況により早めに相談受付を終了する場合があります
◉確定申告期間の月曜日と終了間際は、混雑することが予想されます
◉医療費控除の明細書は、あらかじめ作成したうえで、お越しください

申告と納税の期限

　1月17日(水)、京丹後市商工会本所において、女性部員の大橋
明子顧問・野木由子大宮支部長を講師として「帯結び（前結び）
講習会」を開催しました。参加部員が自分の帯をそれぞれ持参
し、前結び専用の帯板を使った結び方を習いました。

　着物に慣れ親しんでいただ
く機会として企画した本講習
会の参加部員は14名。後ろ結
びとは手順が違うため、みん
な真剣に講師の説明を聞きな
がら何回か結ぶことで、前結
びの手順を習得できました。

◉市内事業所（約100社程度）を、ヒアリングした景気動向結果を指標化し、「D.I」値としています。

地域経済動向調査『D.I.』報告
平成29年度 伴走型小規模事業者支援推進事業
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工業（食品製造業）

経営発達支援計画

【例：平成25年4月から、1年間の有期労働契約を更新し続けている場合】

※無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働時間など）は、別段の定め（労働協約、就業規則、個々の労働契約）が
　ない限り、直前の有期労働契約と同一となります。労働条件を変える場合は、別途、就業規則の改定などが必要です。
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商工会女性部で一緒に活動しましょう！わたしたちの住むまちの魅力を高め、地域を
活性化するため、共に活動していただける部員を募集しています！地域経済を支える
女性団体として、地域振興事業、研修会・講習会など、幅広く活動しています。ぜひ商
工会女性部へご加入ください。
◆お問合せは、京丹後市商工会女性部事務局（TEL.62-0342  FAX.62-3553）まで

商工会女性部で一緒に活動しましょう！わたしたちの住むまちの魅力を高め、地域を
活性化するため、共に活動していただける部員を募集しています！地域経済を支える
女性団体として、地域振興事業、研修会・講習会など、幅広く活動しています。ぜひ商
工会女性部へご加入ください。
◆お問合せは、京丹後市商工会女性部事務局（TEL.62-0342  FAX.62-3553）まで

今後の事業予定 3B体操平成30年3月8日㊍

簡単帯結び（前結び）講習会 事業報告

◀新年会の様子

第2回
　1月10日(水)、当日は大雪にもかかわらず、12名の参加
のもと、京丹後市商工会本所にてメンタルチューンアップ
セミナーを開催しました。
　講師は中田久美子先生(スポーツメンタルトレーナー)
に来ていただきました。主な講義内容として●メンタルチューンアップとは?●なぜビジネス
の世界にもメンタルトレーニングが活用できるか●「自信」とは何か?●潜在意識のメカニズ
ム●エネルギーの法則●自分軸と他人軸●期待と信頼、について講義いただきました。
　講義で印象に残った話として「人間の意識の95%は無意識であること。」「イメージトレー
ニングは、すればするほど良い。逆に言うとしないのは損。」「自分はどうなりたいか意識し
て生活すると良い。」「大きな＋（プラス）を得るためには－（マイナス）が必要」「日本人は
ネガティブ民族である。(60～70%)」がありました。
　全員参加型の心理ゲームや動きを交えた講義など楽しくて興味深い講習となり講義最後

には多数の質問や相談もあり、参加者が満足する内容で
あったと思います。　　　　　研修委員長  大村 洋志

　1月16日吉翠苑にて
商工会青年部新年会
を開催しました。2018年スローガンは『結束』＝志を同
じくする者が団結すること。「地域振興発展の先駆者と
なるべく青年部員が１つとなり､京丹後を盛り上げましょ
う。」と、部長の挨拶で始まり大いに盛り上がりました。

経 営 セ ミ ナ ー

新年会青 年 部

はじまります、『無期転換ルール』

無期転換ルールとは？

企業の皆さまへ（特に有期契約労働者を雇用している場合はご注意ください）

平成30年4月まで
 あとわずか！

有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めの
ない労働契約（無期労働契約）に転換できるルールです。通算5年のカウントは平成25年4
月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。（労働契約法第18条：平成25年4月1日施行）

対象となる労働者…原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会
社で通算5年を超える全ての方が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派
遣社員などの名称は問いません。

▶無期転換ルールへ対応する準備はお済みですか？
▶無期転換ルールへの対応は、中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条
　件などを検討し、社内規定を整備するなど、一定の時間を要します。
▶まだ準備が進んでいない場合は早急に取りかかりましょう。

有期労働契約で働く皆さまへ
▶平成30年4月以降、有期労働契約で働く多くの方に、無期転換申込権の発生が見込まれます。
▶期間の定めのない労働契約に転換することで、雇用が安定し、安心して働き続けることに
　繋がります。
▶まずはこのようなルール・権利について知り、自身のキャリア形成の選択肢の1つとして
　ご検討ください。

◉無期労働契約への申込権が本格的に発生する平成30年4月まで、いよいよ残りわずか。

無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇
止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、
有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたと
しても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

雇止め
について

商工会女性部員募集中！

◎支払日が平成30年2月末以前の申請は3月16日㊎で受付
を終了しますので、支払いが終わり次第速やかに提出ください。

織物技術指導について…………………………………
お知らせお知らせ

3月16日㊎で受付を終了
させていただきます。

◉3月17日以降の受付分につきましては、次年度支払いとなります。
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

◎まずは都道府県労働局雇用環境
　・均等部（室）にご相談ください 京都労働局（☎075-241-3212）

平成29年度 織物技術指導助成金の申請については、


